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 高層，大規模又は特殊な建築物等（以下「高層建築物等」という。）の建築に際し，総合

的かつ適正な防災計画の指導を行うことにより，高層建築物等の安全性の確保を図ること

を目的とする。 

１ 適用範囲 

次のいずれかに該当する防火対象物（令第８条に規定する床又は壁で区画されている

場合は，区画された部分ごとに適用する。） 

(１) 令別表第１(１)項から(16)項までに掲げる防火対象物で，次のいずれかに該当す

るもの（平成 17 年総務省令第 40 号に掲げる特定共同住宅等を除く。） 

① 延べ面積 50,000 ㎡以上の防火対象物 

   ② 地階を除く階数が 15 以上で，かつ，延べ面積が 30,000 ㎡以上の防火対象物 

(２) 延べ面積が 1,000 ㎡以上の地下街 

(３) 令別表第１(１)項から(４)項，(５)項イ，(６)項，(９)項イ及び(16)項イに掲げ

る防火対象物で，次のいずれかに該当するもの（平成 17 年省令第 40 号に掲げる特

定共同住宅等を除く。） 

   ① 地階を除く階数が 11 以上であり，かつ，延べ面積が 10,000 ㎡以上のもの（非

常用のエレベーターが設置されるものに限る。） 

   ② 地階を除く階数か５以上であり，かつ，延べ面積が 20,000 ㎡以上のもの 

 

２ 指導事項 

関係法令及び関係指導基準等並びに「新・建築防災計画指針」「（一般財団法人日本建

築センター）」（以下「建築センター」という。）等に基づき指導するものとする。 

 

３ 消防防災計画書の提出及び記載事項 

  前 1 に該当する高層建築物等を建築する者は，建築確認申請（計画通知含む。）をする

30 日前までに，「消防防災計画提出書」（様式第 1 号）及び消防防災計画書を指導課長に

各３部提出するものとする。 

  なお，「消防防災計画書」には，次に掲げる事項を記載した図書を添付するものとする。 

(１) 建築物の概要 

    位置，構造，規模，用途 

 (２) 防災計画基本方針 

    避難階の位置，防火区画の構成，安全区画の位置と構成，避難施設の位置と避難

経路の設定（基準階，特殊階について） 

 (３) 敷地と道路 

   ① 避難階における出入口，敷地内道路と外周道路・広場等の関係 

   ② 消防隊の進入路 

 (４) 防災設備 

    その種類，配置 

 (５) 火災覚知と通報 
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   ① 自動火災報知設備等の警報設備，煙・熱感知器，非常電話の種類・配置 

   ② 諸設備の連携方法 

   ③ 避難指令の方法 

 (６) 避難（避難施設の配置と構造） 

    避難施設等の配置と構造（廊下，直通階段，避難階段，特別避難階段，避難経路

上の開口部，非常用照明，誘導灯，屋上広場，屋外，バルコニー等） 

 (７) 排煙設備，非常用の進入口及び非常用エレベーター 

    配置，構造 

 (８) 消火設備 

    種類，配置 

 (９) 防災センター（中央監視室含む。） 

   ① 防災施設等の管理方法 

   ② 外部からの進入経路 

 

４ 事務処理要領 

 (１) 受付 

    指導課長は，「消防防災計画書」が３部提出された場合は，「消防防災計画書受付

簿」（様式第２号）に必要事項を記載し，受付するものとする。 

 (２) 審査 

   ① 指導課長は，「消防防災計画書」３部に「消防防災計画指導書」（様式第３号）

を添付し，１部を警防課長に，１部を所轄署予防課長に送付するものとする。 

   ② 警防課長，所轄署予防課長及び指導課長は，「消防防災計画書」の内容を審査し，

その審査結果を「消防防災計画指導書」に記載するものとする。 

   ③ 警防課長及び所轄署予防課長は，「消防防災計画指導書」を指導課長に返付する

ものとする。 

 (３) 通知 

   ① 指導課長は，「消防防災計画指導書」の内容を取りまとめ，「消防防災計画指導

書」により，提出者に指導事項等を通知するものとする。 

   ② 指導課長は，通知した内容について，提出者に回答及び「消防防災計画書」の

訂正を求めるものとする。 

(４) その他 

   任意に建築センターの建築防災計画評定を受ける場合は，前(１)から(３)による

ほか，建築防災計画評定に係る評定書及び建築センターが押印した防災計画書（製

本）各２部の提出を求めるものとする。 

 

５ その他 

前３により指導課長へ提出する消防防災計画書は，Ａ３版横書き左綴じとすること。 

なお，竣工後，変更内容等を反映した消防防災計画書を，Ａ４版見開き製本として，

指導課及び所轄消防署にそれぞれ１部を提出するとともに，当該防火対象物の防災セン

ター等に１部を保管するように指導すること。 
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様式第１号 

 

消 防 防 災 計 画 書 

 

平成  年  月  日 

 

福岡市消防局予防部指導課長 

 

  提出者 住 所              

氏 名              

電 話              

 

 下記の建築物に関する消防防災計画を提出します。 

 

記 

 

建築物の名称  

建 築 主 

住 所 

氏 名 

電 話 

設 計 者 

住 所 

氏 名 

電 話 

所 在 地  

工 事 種 別  

建築物の概要 

用  途            構  造            

階  数  高  さ ｍ 

建築面積  延べ面積 ㎡ 

受  付  欄 備       考 
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様式第２号 

 

消 防 防 災 計 画 書 受 付 簿 

 

 

受   付 
提出者氏名 

防火対象物 
回答日 備 考 

年 月日 番号 名 称 所在地 
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様式第３号 

 

消 防 防 災 計 画 指 導 書 

 

対象物名称  

 

番号 頁 指 導 事 項 回     答 

１  
 

 

 

２  
 

 

 

３  
 

 

 

４  
 

 

 

５  
 

 

 

６  
 

 

 

７  
 

 

 

８  
 

 

 

９  
 

 

 

10  
 

 

 

11  
 

 

 

12  
  

13  
  

14  
  

15  
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